
●整備費
「川崎市公的介護施設等整備費補助及び貸付要綱」に基づく補助金交付スケジュール
＊例年のスケジュールとなるため、時期については変動する可能性もあります。

＊市からの交付決定通知以降（９月頃）から補助対象期間となります。決定通知前（４月〜８月）における入札（公告も含む。）、物品等購入については補助対象外となります。

＊介護事業所としての指定申請等については、各サービス毎にスケジュールが異なるため、HP等にて事前に把握をしてください。

時期 ８月 ８月 12月 １月末 ４月 ４月 ４月 ４月 ８月 ９月 5月 7月

主
体

川
崎
市
→
法
人

川
崎
市

川
崎
市
→
法
人

法
人
→
川
崎
市

川
崎
市
→
県

川
崎
市
→
法
人

県
→

川
崎
市

法
人
→
川
崎
市

県
→

川
崎
市

法
人
→
川
崎
市

川
崎
市
→
法
人

法
人

法
人
→
川
崎
市

川
崎
市
→
法
人

法
人

法
人

法
人

法
人
→
川
崎
市

川
崎
市

川
崎
市
→
県

県
→

川
崎
市

川
崎
市
→
法
人

法
人
→
川
崎
市

川
崎
市
→
法
人

川
崎
市
→
法
人

法
人
→
川
崎
市

法
人
→
川
崎
市

内
容

翌
年
度
実
施
希
望
調
査

予
算
要
求

事
前
協
議
の
案
内

事
前
協
議
書
の
提
出

交
付
申
請
書
の
提
出

交
付
申
請
書
の
提
出
準
備
依
頼

交
付
申
請
書
の
補
正
（

法
人
に
修
正
等
依
頼
）

交
付
申
請
書
の
提
出
・
補
正

（

昨
年
度
は
7
～

8
月
頃
※
目
安
）

交
付
決
定

交
付
申
請
（
本
申
請
）

交
付
決
定
通
知

入
札
公
告
・
入
札
・
見
積
合
わ
せ
・
契
約
・
工
事
着
手

市
交
付
決
定
決
定
通
知
後

（

申
請
時
か
ら
金
額
が
2
0
％
変
更
が
あ
っ

た
場
合
、

県
に
変
更
申
請
が
必
要
な
た
め
）

契
約
後
、

入
札
結
果
の
報
告

定
期
的
な
進
捗
確
認

（

申
請
時
に
記
載
し
た
導
入
完
了
日
ま
で
に
）

導
入
完
了

代
金
支
払
い

（

申
請
時
に
記
載
し
た
検
証
期
間
）

効
果
検
証

実
績
報
告
書
の
提
出
（
最
長
３
月
末
ま
で
）

検
査
確
認

実
績
報
告

確
定
連
絡

金
額
確
定
通
知

補
助
金
請
求

補
助
金
支
出

消
費
税
仕
入
控
除
税
額
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
依
頼

消
費
税
仕
入
控
除
税
額
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出

消
費
税
仕
入
控
除
税
額
分
の
支
払
い

交付申請書の補正（法人に修正等依頼）

事業実施前年度 事業実施年度

事業完了後
速やかに

事業実施

■留意事項
事業完了後、速やかに川崎市に実績報告書を御提出ください。また、申請時に記載した事業完了日までに完了が困難であることが判明した場合は、速やかに川崎市に連絡してください。
なお、検査済証明をもって事業完了とみなしますので、御留意ください。



●開設準備費
「川崎市公的介護施設等整備費補助及び貸付要綱」に基づく補助金交付スケジュール
＊例年のスケジュールとなるため、時期については変動する可能性もあります。

＊市からの交付決定通知以降（７月頃）から補助対象期間となります。決定通知前（４月〜７月）における入札（公告も含む。）、物品等購入については補助対象外となります。

＊開所前の６か月間以内において、補助対象期間となります。介護事業所としての指定申請等については、各サービス毎にスケジュールが異なるため、HP等にて事前に把握をしてください。

時期 ８月 ８月 12月 １月末 ４月 ４月 ４月 ４月 ５月 ７月 5月 7月

主
体

川
崎
市
→

法
人

川
崎
市

川
崎
市
→

法
人

法
人
→

川
崎
市

川
崎
市
→

県

川
崎
市
→

法
人

県
→

川
崎
市

法
人
→

川
崎
市

県
→

川
崎
市

法
人
→

川
崎
市

川
崎
市
→

法
人

法
人

法
人
→

川
崎
市

川
崎
市
→

法
人

法
人

法
人

法
人
→

川
崎
市

川
崎
市

川
崎
市
→

県

県
→

川
崎
市

川
崎
市
→

法
人

法
人
→

川
崎
市

川
崎
市
→

法
人

川
崎
市
→

法
人

法
人
→

川
崎
市

法
人
→

川
崎
市

内
容

翌
年
度
実
施
希
望
調
査

予
算
要
求

事
前
協
議
の
案
内

事
前
協
議
書
の
提
出

交
付
申
請
書
の
提
出

交
付
申
請
書
の
提
出
準
備
依
頼

交
付
申
請
書
の
補
正
（

法
人
に
修
正
等
依
頼
）

交
付
申
請
書
の
提
出
・
補
正

（

昨
年
度
は
５
月
頃
※
目
安
）

交
付
決
定

交
付
申
請
（

本
申
請
）

交
付
決
定
通
知

入
札
公
告
・
入
札
・
見
積
合
わ
せ
・
契
約
・
工
事
着
手

市
交
付
決
定
決
定
通
知
後

（

申
請
時
か
ら
金
額
が
2
0
％
変
更
が
あ
っ

た
場
合
、

県
に
変
更
申
請
が
必
要
な
た
め
）

契
約
後
、

入
札
結
果
の
報
告

定
期
的
な
進
捗
確
認

（

申
請
時
に
記
載
し
た
導
入
完
了
日
ま
で
に
）

導
入
完
了

（

補
助
期
間
内
の
完
了
で
な
け
れ
ば
補
助
不
可
）

代
金
支
払
い

実
績
報
告
書
の
提
出
（

最
長
３
月
末
ま
で
）

検
査
確
認

実
績
報
告

確
定
連
絡

金
額
確
定
通
知

補
助
金
請
求

こ
こ
ま
で
に
補
助
金
支
出

消
費
税
仕
入
控
除
税
額
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出
依
頼

消
費
税
仕
入
控
除
税
額
に
関
す
る
報
告
書
の
提
出

消
費
税
仕
入
控
除
税
額
分
の
支
払
い

事業実施前年度 事業実施年度

事業完了後
速やかに

事業実施（６か月間）

■留意事項
事業完了後、速やかに川崎市に実績報告書を御提出ください。また、申請時に記載した事業完了日までに完了が困難であることが判明した場合は、速やかに川崎市に連絡してください。
なお、契約・発注・納品・代金の支払いをもって事業完了とみなしますので、御留意ください。（工事の場合は検査確認書等の証明できるもので代用可）


